
金 融 広 報 中 央 委 員 会 規 約                

 

 第 １ 金融広報中央委員会（以下「中央委員会」という。）は、都道府県金融広

報委員会、政府、日本銀行、地方公共団体、民間団体等と協力して、国民に

対し中立公正な立場から金融に関する広報又は消費者教育活動を行い、もっ

て国民経済の健全な発展に資することをその目的とする。 

 第 ２ 中央委員会は、同委員会により加入が認められた各種団体（以下「委員団

体」という。）の代表者、同じく加入が認められた学識経験者（以下「学識

経験者委員」という。）及び日本銀行副総裁１名を委員として構成する。 

     2．学識経験者委員の加入期間は、加入を決議した総会後の２回目の年度総会

の終結の時までとする。ただし、再加入を妨げない。 

 第 ３ 中央委員会は第１に掲げる目的を達成するため次の活動を行う。 

（1）広報又は消費者教育活動 

（2）調査研究活動 

（3）都道府県金融広報委員会への助成活動 

（4）前各号に掲げるもののほか、第１の目的を達成するために必要と認めら

れる活動 

 第 ４  中央委員会の経費は、日本銀行の補助金、委員団体の分担金その他の収入

をもってこれに充てる。 

 第 ５ 中央委員会に、会長１人及び監査委員２人以内を置く。 

     2．中央委員会に、副会長、顧問、参与及び特別顧問をそれぞれ置くことがで

きる。 

 第 ６ 会長は中央委員会を代表し会務を総理する。 

     2．副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 

     3．監査委員は中央委員会の会計を監査する。 

     4．顧問、参与及び特別顧問は中央委員会の活動に関し会長の諮問に応じ、又

は会長に対し意見を述べることができる。 



5. 副会長不在のときは、会長があらかじめ定めた者が、その職務を代行する。 

 第 ７  会長、副会長及び監査委員は委員の中から選任する。 

2．顧問、参与及び特別顧問は会長が委嘱する。 

 第 ８  会長、副会長及び監査委員の任期は、選任を決議した総会後の２回目の年

度総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

  前任者の任期の途中で選任された会長、副会長及び監査委員の任期は前任 

者の残任期間とする。 

 第 ９  中央委員会の会計監査は委員以外の者にも委託する。 

 第１０ 会長は毎年１回の年度総会及び必要と認めたときは臨時総会を招集する。 

   2．次の事項は総会において決議しなければならない。 

    （1）中央委員会の施策に関する基本事項 

    （2）予算の決定及び決算（見込みを含む）の承認 

    （3）役員の給与及び退職金に関する事項 

    （4）新たな委員団体及び学識経験者委員の加入 

    （5）会長、副会長及び監査委員の選任 

    （6）その他重要事項 

第１１ 総会の議事は、出席した委員（代理出席及び委任状を含む）の過半数をも

ってこれを決する。可否同数のときは会長が決する。 

 第１２ 会長は、適当と認めるときは、総会の開催に代え、書面又は電話により決

議することができる。ただし、電話により決議を行ったときは、遅滞なく書

面により委員の意思を確認しなければならない。 

 2．前条の規定は前項の場合における決議についてこれを準用する。 

 第１３ 中央委員会の事務局は日本銀行内に置く。 

 2．事務局に関するその他の事項は会長が定める。 

以   上 

 



 
昭和 ２７.４.１５ 制定 
昭和 ４２.３.２９ 改正 
昭和 ６３.３.３０ 改正 

(昭和 63.4.1 実施) 

 平成 １３.３.２９ 改正 

    (平成 13.4.1 実施)  

平成 １４.３.２７ 改正 
平成 １５.３.２７ 改正 

平成 １６.３.３０ 改正 

 平成 １８.３.２４ 改正 

平成 ２２.４.  ９ 改正 

 


